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第１章 総則 

 

第1号 業務名称 

  桶川市生活困窮者等自立支援事業における学習支援事業 

 

第2号 概要 

  桶川市生活困窮者自立支援事業における学習支援事業事業者を選定するためのプロポ

ーザルに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

第3号 実施主体 

  桶川市 

 

第4号 契約方法 

  公募型プロポーザル方式による随意契約 

 

第5号 履行期間 

  令和８年４月１日から令和 11 年 3 月３１日まで 

 

第6号 業務内容 

  仕様書のとおり 

 

第7号 選定方式 

  公募型プロポーザル方式により企画提案書の提出を求め、桶川市生活困窮者自立支援

事業における学習支援等業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）によ

る選考を経て受託業者を選定する。 

 

第8号 委託料上限額 

  総額 ２６，１００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

① 本上限額は本事業を行うに当たり、必要な経費の全てを含むものとする。 

② 上記の金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模（業務

量）を示すものである。 

③ 支払いは適用期間３年間にわたる９回の均等月払いとする。 

④ 見積書を提出する際は、上記委託料上限額を超えてはならない。 
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第9号 全体スケジュール 

本業務は次表のとおり実施する。 

項目 日程 

実施方針公表 令和７年１１月１０日（月） 

質問書の提出期間 
令和 7 年 1１月２８日（金） 

１７時まで 

質問書に対する回答期日 令和７年１２月８日（月） 

参加表明書の提出期限 
令和７年１２月１２日（金） 

１７時まで 

参加資格結果通知 

（提案書提出依頼） 
令和７年１２月１８日（木） 

企画提案書の提出期間 
令和７年１２月２４日（水） 

１７時まで 

プレゼンテーション 令和８年１月８日（木） 

特定結果通知（優先交渉権者） 令和８年１月１６日（金） 

 

第２章 提案手続き 

 

第１０号 質問書の提出 

（１） 本業務における企画提案の内容等について、質問等がある場合は、次の提出書

類を期間内に提出するものとする。 

     〈提出書類〉質問書【様式第 1 号（第 6 条関係）】 

     〈提出期間〉令和７年１１月２８日（金）１７時 

（持参の場合、土、日、祝日を除く。） 

     〈提 出 先〉第１４号と同じ。 

       〈提出方法〉電子メール、持参または郵送（期限までに到着するように発送

すること。） 

（２） （１）に基づく質問書の提出があった場合は、次の期日までに回答を質問者に

通知するものとする。なお、質問及び回答の内容は、本市 HP にて公表する。 

     〈通知期日〉令和７年１２月８日（月） 

     〈通知方法〉電子メール（受信等の確認を行う。）又は郵送 

 

第１１号 参加表明書の提出 

  企画提案を行おうとする者は、次の提出書類を期限までに提出するものとする。 

     〈提出書類〉プロポーザル参加表明書【様式第 3 号（第 7 条関係）】 



5 

 

     〈提出期限〉令和７年１２月１２日（金）１７時まで 

〈提 出 先〉第１４号と同じ  

〈提出方法〉電子メール、持参又は郵送（期限までに到着するように発送するこ

と。） 

 

第１２号 資格確認等 

（１）前号の参加表明があった場合、第１７号に定める資格について確認し、その結果

を次の期日に参加表明書を提出したものに通知する。 

〈通知期日〉令和７年１２月１８日（木） 

〈通知方法〉電子メール（受信等の確認を行う。）又は郵送 

（２）（１）の通知により、資格の確認により適合した者は、次の期限内に本業務にお

ける企画提案書を提出することができる。 

    〈提出書類〉第１３号による。 

〈提出期間〉令和７年１２月２４日（水）まで（持参の場合、土、日を除く。） 

〈提出時間〉８時３０分から正午まで、１３時から１７時まで 

〈提 出 先〉第１３号と同じ 

〈提出方法〉持参又は郵送（期限までに到着するように発送すること。） 

 

第１３号 提出書類等 

  企画提案に必要となる提出書類は次のとおりとする。 

  書面は片面刷りの上、様式番号順に編綴（左止め）し、期限内に提出すること。 

  提出部数は、正本部、副本部とし、副本は社名及びロゴ等、提案者が特定させる事項は

空欄又は墨入れ表記（■）とする。 

（１） 企画提案書 

次表に掲げる所定の様式に必要事項を記載し提出すること。 

記載に当たっては、次表のほか様式中に記載してある注意事項に従って記入する

こと。 

提出書類名称 様式番号 

企画提案書表紙 様式第 6 号（第 10 条関係） 

提案者概要書 

（会社概要書） 
様式第 7 号（第 10 条関係） 

同種業務実績書 様式第 8 号（第 10 条関係） 

業務実施体制書 様式第 9 号（第 10 条関係） 

暴力団排除に係る誓約書 様式第 10 号（第 10 条関係） 

価格提案書 様式第 11 号（第 10 条関係） 
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（２） 提案に当たり留意する事項 

① 本業務に関する基本的な考え方、具体的な取組方法及び重要となる点等につい

て記載すること。 

② 仕様書案を補完する独自の提案を記載する。なお、業務実施フロー、スケジュー

ルは必ず記載するものとする。また、受託者と発注者の役割分担についても併せ

て記載すること。 

③ 企画提案書の作成に用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。 

④ 添付している仕様書案は標準仕様であり、提出された企画提案の内容を踏まえ

決定するものとする。 

⑤ 企画提案書の提出後、提案を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出するこ

と。 

⑥ 実施計画書及び企画提案書の記述は、フォントサイズ１０．５ポイント以上と

し、所定の枚数の範囲内で図表での表現を可とする。 

 

第１４号 担当窓口（提出先） 

  本業務における担当窓口及び企画提案書等の提出先は、次のとおりとする。 

     〈提出先〉桶川市 福祉部 社会福祉課 保護係 

〈住所〉〒３６３－８５０１ 桶川市泉一丁目３番２８号 

〈電話〉０４８－７８８―４９３４ 

〈FAX〉０４８－７８７―５４０９ 

〈業務時間〉８時３０分から正午まで、１３時から１７時まで 

〈E-mail〉fukushi@city.okegawa.lg.jp 

〈担当者〉矢部・加瀨 

 

第３章 選考方法及び評価基準 

 

第１５号 企画提案書の選考方法 

（１） プレゼンテーション 

  提案者によるプレゼンテーションを実施する。 

  実施内容等の詳細は、提案書に通知する。 

  〈日程〉令和８年１月８日（木） 

  〈会場〉桶川市役所 

  〈所要時間〉３０分（１５分、質疑応答１５分） 

  〈出席者数〉提案者につき３名までとする。 

〈発表者〉原則として本業務に携わる管理者又は担当者とする。 
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〈その他〉企画提案内容に捕捉の説明が必要な場合は、パソコン（パワーポイント

等）の使用を認める。ただし、映写スライド内に提案者を特定できる情

報（社名及びロゴ等）を挿入しないよう注意すること。また、スライド

はタイトルを含め１０枚までとし、使用するスライドは印刷したもの

を当日１０部提出すること。※プレゼンテーションで使用する機材等

は全て業者持参とする。 

 

（２） 企画提案書の審査及び結果 

① 企画提案書の審査は、評価基準に基づく評価により選定委員会が審査を実施す

する。 

② 評価基準に基づき選定委員会が評価点を算出し、最も高い評価合計点を獲得し

た提案者を優先交渉権者とし、あわせて、評価合計点の順位に基づき次点者を特

定する。 

③ 最も高い評価合計点の提案者が複数ある場合は、選定委員会の協議により候補

者の順位付けを行うものとする。ただし、最も高い評価点が１５０点未満の場合

は、優先交渉権者に特定せず、対象者なしとする。 

④ 提案者が１社の場合は、評価点が１５０点以上であり、かつ、選定委員会の協議

により総合的に評価の高い提案を行ったとすれば、委託の相手方として特定す

る。 

⑤ 審査結果は、すべての提案者に対して個別に通知する。 

 

第１６号 評価基準等 

（１）評価基準及び配点は、次表のとおりとする。評価は審査委員審査による評価点を

基に行う。審査委員審査による評価点は、審査委員１人あたり５０点満点、合計２

５０点満点とする。 

 

  審査委員審査に係る評価項目及び評価の視点 

評価項目（配点） 評価の視点 

１ 業務の実施方針・実施計画 

       （２０点） 

・事業目的の理解度 

・目標達成に向けた実施方針の明確性・実現性 

・重層的支援体制整備事業との連携 

・提案内容の独自性 

２ 業務の実施体制・実施手法 

        （２０点） 

・実施体制 

・アウトリーチ（訪問活動）に関する手法 

・学習教室の運営に関する手法 

・学習教室の頻度 
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３ 業務の費用と効果 

     （５点） 
・見積額と業務内容のバランス 

４ プレゼン内容 

     （５点） 
・プレゼン手法と質問への対応力 

 

（２）特定後の流れ 

① 優先交渉権者は、発注業務の仕様内容について企画提案書を基に本市と協議し、

提案事項を反映した業務仕様の内容を決定する。その後契約の準備が整った段

階で契約を締結する。 

② 前①の協議が不調となった場合は、次点者を優先交渉権者とし、同様に本市と協

議を行うものとする。 

 

第４章 提案者の資格等 

 

第１７号 提案者の資格要件その他注意事項等 

（１） 提案者の資格要件は、次のとおりとする。 

① 法人格を持つ者であること 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者に該当していないこと。  

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者でないこと、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

④ 公募開始日から契約締結までの期間に、桶川市建設工事等の契約に係る入札参

加停止等の措置要領に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であるこ

と。 

⑤ 公募開始日から契約締結までの期間に、桶川市建設工事等暴力団排除措置要綱

に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 

⑥ 税の滞納がないこと。 

⑦ 過去 5 年間において、本業務と同種又は類似の業務実績を有する者であるこ

と。 

⑧ 埼玉県内に、本社、支社、営業所を有し、市との連絡調整等に迅速な対応が可

能な者であること。 

 

（２）その他一般注意事項 

① 提案書及び見積書の作成並びにプレゼンテーション実施の際の費用は、提出者
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の負担とする。 

② 提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効とするとともに、

虚偽の記載をした者に対して、指名停止措置を行うことがある。 

③ 提出期限を過ぎた問い合わせや提出書類の追加・修正には応じない。 

④ 提出された提案書は、返却しないものとする。また、提出された提案書は、提出

者に無断で使用しないものとする。 

 

第１８号 提案者の失格 

  提案者又は提案者が提出した企画提案書等の内容が次のいずれかに該当する場合は当

該提案者を失格とする場合がある。 

（１）実施方針等に示された条件に適合しない場合 

（２）企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合又は記載

すべき事項以外の内容若しくは虚偽の内容が記載されている場合 

（３）提案者による審査の公平を害する行為や信義に反する行為があった場合 

（４）提案者が桶川市設計業務等委託契約約款（平成２３年桶川市告示第１９４号）

第４３条第６号アからオまでのいずれかに該当した場合 

（５）前各号に掲げるもののほか、失格に相当する事由があると市長が認めた場合 

 

第１９号 著作権等 

  著作権等の扱いは、次のとおりとする。 

（１）提出された企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属す

るものとする。ただし、受託先が作成した企画提案書等は、市が必要と認める場

合に、その一部又は全部を使用（複製、転記又は転写等）することができるもの

とする。 

（２）本市は、提出された企画提案書等について、桶川市情報公開条例（平成 13 年桶

川市条例第 13 号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができる

ものとする。ただし、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあると認められる情報は、非公開となる場合がある。 


